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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月２１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年６月４日（土） ０９時３０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市 明 星
みょうじょう

ノ
の

鼻
はな

南西岸 

佐世保市所在の針尾港北防波堤灯台から真方位２３６°４５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°０３.０′ 東経１２９°４５.８′） 

事故調査の経過  平成２３年６月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート ゆうりん丸、１.４トン 

 ２９２－３９４５５長崎、個人所有 

 ７.３２ｍ（Lr）×１.７５ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５２.００kＷ、平成７年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３４歳 

二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２３年５月６日 

  免許証交付日 平成２３年５月１０日 

         （平成２８年５月９日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 推進器翼及び舵等に曲損、船尾船底に破口 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、長崎県西海市所在

の大島大橋付近で釣りを行ったのち、平成２３年６月４日０９時００分ご

ろ、釣り場を移動するため、佐世保市と西海市間の針
はり

尾
お

瀬戸経由で大村湾

に向かった。 

本船は、針尾瀬戸のほぼ中央を同瀬戸に沿い、東南東に流れる潮流に乗

って約２１ノット（kn）の対地速力で手動操舵により航行していたが、針

尾瀬戸に架かる西海橋を通過後、船長が針尾瀬戸南口の魚釣埼
うおつりざき

寄りに右転

しようとしたものの、右舷後方からの潮流により、対岸の明星ノ鼻に向か

って圧流され始めた。 

船長は、陸岸が接近したことから右舵一杯を取ったが、本船は、回頭で

きずに陸岸へ接近し、０９時３０分ごろ明星ノ鼻南西岸に乗り揚げた。 

 船長は、衝撃で本船の右舷側に落水し、同乗者に救助されたが、落水し

た際、右上腕及び右下腿に打撲傷を負った。 

本船は、船尾船底の破口から機関室に浸水したため、１１８番通報し、

来援した巡視艇に引き下ろされて佐世保市針尾漁港までえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、視界 良好 

海象：潮汐 満潮時 
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潮流 西海橋付近から針尾瀬戸南口にかけて約５.４knの上げ潮流 

（最強時が０９時１６分） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.９ｍであった。 

 船長は、操縦免許を本事故の１か月前に取得しており、本事故発生海域

の航行は１度経験していたが、潮流が最強時間帯の航行は初めてだった。 

船長は、針尾瀬戸の潮流の影響について、特に気にせず、特徴などを調

べたことがなく、本事故当時、針尾瀬戸に入ってから潮流が速いことに気

付いたが、何とか操縦できるだろうと思って航行を続けた。 

本船には、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが同乗していたが、同乗者Ａは、後部

デッキで睡眠を取っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、上げ潮流の最強時ごろ針尾瀬戸を南東

進中、西海橋を通過後、同瀬戸南口の魚釣埼寄り

に右転しようとした際、潮流により対岸の明星ノ

鼻に向かって圧流されたことから明星ノ鼻南西岸

に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、針尾瀬戸の潮流についての認識がな

く、同瀬戸に入ってから、潮流が速いことに気付

いたものの、本船の操縦ができると思って航行を

続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、上げ潮流の最強時ごろ針尾瀬戸を南東進中、西海橋

を通過後、同瀬戸南口の魚釣埼寄りに右転しようとした際、潮流により対

岸の明星ノ鼻に向かって圧流されたため、明星ノ鼻南西岸に乗り揚げたこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・針尾瀬戸は、潮流が速いことから、航行前に潮流の調査を行い、強潮

時の操船に不慣れな場合は、憩流時に通航すること。 

 




